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詳しいお申し込み方法は、裏面をご覧ください。

65歳以上の方を対象とした新型コロナウイルス感染症ワクチンの定

期接種開始に伴い、当組合でも新型コロナウイルス感染症予防接種

補助金制度がはじまります！

令和７年

４月
支給開始

組合員及びその家族資格区分

１回につき2,000円補助金額

新型コロナウイルス感染症
予防接種補助金の概要

※ 申請用紙・手続き方法・添付書類等はインフルエンザ予防接種補助金と同様です。

※ 接種できる施設・費用等はお住まいの市町村にお問い合わせください。

新型コロナウイルス感染症ワクチンについてもっと知りたい方は

厚生労働省 新型コロナワクチンQ&A で検索

● 複数回受けても、1回につき2,000円支給されます。

● 令和７年４月１日以降に接種された方から補助金支給対象となります。

● 接種費用が1,000円未満（消費税含）の場合、補助金支給対象外となります。

● 市町村等で補助があった場合、その補助金額を差し引き、

自己負担額が1,000円以上の場合に補助金支給対象となります。



こちらのＱＲコードをスマート
フォンで読み込むと組合ＨＰへ
アクセスできます。

関東信越税理士国民健康保険組合

さいたま市大宮区桜木町4-376-1
TEL：048-631-2211 FAX：048-644-3030

① インフルエンザ・新型コロナウイルス感染症予防接種補助金交付申請書に必要事項を記入の上、接種

時に必ず医療機関に持参してください。

② 接種時、医療機関に当該申請書を提出し、接種証明を受けてください。

③ 医療機関から接種日・ワクチン名・接種者名が個別に分かる領収書を発行してもらってください。

④ 接種後、当該申請書に③の領収書原本を添付し、組合に郵送で申請してください。

① インフルエンザ・新型コロナウイルス感染症予防接種補助金交付申請書（事務所一括用）に必要事項

をご記入うえ、接種時に必ず医療機関に持参してください。

② 接種時に、医療機関に当該申請書を提出し、接種証明を受けてください。

③ 医療機関からワクチン名の分かる事務所又は事業主名義の領収書を発行してもらってください。

④ 接種後、当該申請書に③の領収書の原本及び「インフルエンザ・新型コロナウイルス感染症予防接

種被接種者一覧」を添付し、 組合に郵送で申請してください。

※ 事務所一括申請の場合で、領収書が個別に発行された時は、そのまま添付してください。

■ 事務所でまとめて申請する場合

提出書類

① インフルエンザ・新型コロナウイルス感染症予防接種補助金交付申請書

② 領収書の原本

提出書類

① インフルエンザ・新型コロナウイルス感染症予防接種補助金交付申請書

② インフルエンザ・新型コロナウイルス感染症予防接種被接種者一覧

③ 領収書の原本

■ 個人ごとに申請する場合

※ 証明するのに費用がかかる場合や、証明をする代わりに領収書の発行を断られた場合等は申請書

裏面の「領収書（接種証明）・添付不能理由欄」にご記入・ご署名の上申請してください。


